
平成 30年 7月豪雨被災学生への 

平成 30年度後期入学料・授業料免除受付について 

 

１．以下に該当する被災学生を対象とします。 

①本災害により、主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊、半壊等の判定を受けた場合 

②本災害により、主たる家計支持者が死亡又は行方不明となった場合 

③本災害により、主たる家計支持者の失業等により著しく収入が減少した場合 

※本災害の適用市町村はこちらをご参照ください。 

http://www.bousai.go.jp/（内閣府 WEBサイト「防災情報のページ」の「新着情報」中、 

「平成 30年 7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について」） 

 

２．次の期間中に学生担当窓口（別紙参照）で手続きを行ってください。 

在校生：事前チェック（窓口）    受付中～平成 30年 8月 31日（金） 

１次申請（WEB登録）    受付中～平成 30年 9月 10日（月） 

２次申請（窓口へ書類提出） 受付中～平成 30年 9月 11日（火） 

   新入生：事前チェック（窓口）    平成 30年 10月 1日（月）～平成 30年 10月 5日（金） 

１次申請（WEB登録）    平成 30年 10月 4日（木）～平成 30年 10月 18日（木） 

２次申請（窓口へ書類提出） 平成 30年 10月 4日（木）～平成 30年 10月 19日（金） 

 

①すでに平成 30年度後期の入学料を納付している場合、納付済みの入学料について、免除申請を 

行うことにより、一時返還の請求が可能です。 

②すでに平成 30年度後期の授業料免除申請を行っている学生で、上記に該当した申請を希望する 

場合、被災学生として登録し直しますので、締切までに必ず学生担当窓口で手続きを行ってください。 

 

３．授業料免除申請書類に追加して、以下の書類を学生担当窓口に提出ください。 

①「被（罹）災証明書（写）」 

※証明書を入手できない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所が確認できるものを 

提出することにより申請を受け付けますが、後日、証明書を必ず提出ください。 

②「死亡又は行方不明を証明する書類」（該当者のみ） 

③「失業等により一定の収入が得られなくなったことを証明する書類」（該当者のみ） 

※その他、授業料免除申請については、WEBサイト 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/fees/exempt02/ 

に掲載している「平成 30年度入学料免除（徴収猶予）・授業料免除申請のしおり」等を参照ください。 

※必要書類を入手できない場合は、学生担当窓口にご相談ください。 

 

4．【その他】 

・今回の入学料・授業料免除については、罹災等の規模や罹災後の家計状況により判定を行い、 

免除の可否及び免除額を決定します。 

・入学料免除結果の通知は 11月下旬、授業料免除の通知は 12月下旬を予定しています。 

・修業年限超過者は原則免除申請できませんが、事情により申請可能となることがありますので、 

学生担当窓口あてご相談ください。 

   

                                      

平成３０年８月２０日 キャリア・奨学支援課 学生納付金免除係 

http://www.bousai.go.jp/
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/fees/exempt02/


別 紙 

 

【学生担当窓口】※箱崎地区移転前 

地区 部局 担当窓口 電話 

《伊都地区》 

学部 1年、共創学部、理学部、21世紀

プログラム、理学府、数理学府、システ

ム生命科学府、地球社会統合科学府 

学務部キャリア・奨学支援課 

学生納付金免除係 
092-802-5948 

工学部（建築学科以外）、工学府、 

システム情報科学府 
工学部等教務課学生支援係 092-802-2736 

統合新領域学府（ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ専攻） 工学部等教務課統合新領域係 092-802-3859 

《箱崎地区》 

文学部、教育学部、法学部、経済学部、

工学部（建築学科）、農学部、21世紀プ

ログラム、人文科学府、人間環境学府、

法学府、経済学府、システム生命科学府、

生物資源環境科学府、統合新領域学府（ﾕ

ｰｻﾞｰ感性学専攻、ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ専攻） 

学務部学生支援課箱崎分室 092-642-2255 

《六本松地区》 法務学府 法科大学院事務室 092-712-0385 

《病院地区》 

医学部（保健学科以外）、 

医学系学府（保健学専攻以外）、 

※システム生命科学府 

医系学部等学務課医学学生係 

（※は受け取りのみ） 
092-642-6020 

医学部（保健学科）、 

医学系学府（保健学専攻） 
医系学部等学務課保健学学生係 092-642-6680 

歯学部、歯学府 医系学部等学務課歯学学生係 092-642-6262 

薬学部、薬学府 医系学部等学務課薬学学生係 092-642-6541 

《大橋地区》 芸術工学部、芸術工学府 芸術工学部学務課学生係 092-553-4423 

《筑紫地区》 総合理工学府 筑紫地区教務課学生支援係 092-583-7513  ↓ 
【学生担当窓口】※箱崎地区移転後 

地区 部局 担当窓口 電話 

《伊都地区》 
学部 1年、共創学部、理学部、農学部、

21世紀プログラム、理学府、数理学府、

システム生命科学府、生物資源環境科学

府、統合新領域学府（ﾕｰｻﾞｰ感性学専攻、

ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ専攻） 

学務部キャリア・奨学支援課 

学生納付金免除係 

（センターゾーン） 

（センター１号館２Ｆ） 

092-802-5948 

工学部（建築学科以外）、工学府、 

システム情報科学府 

工学部等教務課学生支援係 

（ウエストゾーン） 

（ウエスト４号館２Ｆ） 

092-802-2736 

統合新領域学府（ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ専攻） 

工学部等教務課統合新領域係 

（ウエストゾーン） 

（ウエスト４号館２Ｆ） 

092-802-3859 

文学部、教育学部、法学部、経済学部、

工学部（建築学科）、人文科学府、地球

社会統合科学府、人間環境学府、法学府、

経済学府 

人文社会科学系事務部（仮称） 

（イーストゾーン） 

（イースト１号館１Ｆ） 

092-802-（番

号未定） 

※《六本松地区》《病院地区》《大橋地区》《筑紫地区》については変更ありません。 


